
       第１回 福井地方最低賃金審議会小委員会  議事要旨 

 

１ 日時  令和４年９月６日（火）９:50～12:00 

 

２ 場所  福井春山合同庁舎 10階 第二共用会議室 

 

３ 出席者  公益代表委員 ２名 

       労働者代表委員 ３名 

       使用者代表委員 ３名 

 

４ 議題 

 （１）令和４年度福井県特定最低賃金（繊維）の必要性審議のための参考意 

見聴取について 

 （２）その他 

 

５ 議事要旨 

  議題（１）について 

   事務局より、福井県特定最低賃金（繊維）の必要性審議の各委員の紹介 

を行った。 

   なお、スケジュール調整の都合で本日は使側参考人が参加できないも 

ので、労側参考人の意見を聴取し、その後各委員の意見を聴取した。 

  労側参考人に対して、公益委員から五つの事前に用意された質問が行 

われ、それに対して、参考人の所属する会社や業界の現況について回答が 

行われた。また、参考人からの話を受けて各委員からの質問も行われた。 

   参考人の意見として、繊維業現況等については、繊維にかかわらず、コ

ロナウイルス感染症の影響やウクライナ戦争の影響で売上が落ちてい

る。各企業とも機械は古いものを使用し、労働者の熟練度により作業を行

っている。労働力確保が難しく外国人の労働力を当てにすることが常態

化している会社も多いが、品質面が悪く日本人のような品質が担保され

ない状況であり、働かせる職種が精密な工程以外のところになることな

ど問題も多いとの意見であった。 

   ただ、福井の繊維加工技術は他府県にない高い技術力を有しており、こ

れらの技術力をアピールしていかなければと考える。 

 

   使側委員の意見として、大手の企業以外は原材料等の高騰に係る製品

への価格転嫁は難しく、特に福井は小規模事業場が大半の県であり、最低



賃金の上げ幅が大きい昨今は特に経営を圧迫している状況にある。 

   大手の企業は自社ブランドを立ち上げ、川上から川下までの範囲をす

べてこなす方向に転換してきている。 

   ただ、最低賃金付近の労働者は外国人でありパート、アルバイトの人で

あったりである。正社員については、そのような額では人材は集まらない

ことも十分承知しているとの意見である。 

 

   労働側委員の意見としては、各業界の人材確保の観点から同じ状況だ  

  と言えるが、優秀な人材を確保するためには、やはり高い賃金であったり 

社内環境や福祉等の充実が必要と若い世代の方は考えている。繊維につい 

ていろんな分野で開発研究が行われており、自動車のシートや医療用の製

品にも進出しており、衣料だけでは生き残れない状況となっている。 

 企業としては、ますます外向けにアピールして繊維を盛り立てていくた

めにも特定最賃の改正は必要との意見である。 

 

議題（２）について 

  特になし。 

 

 


